
Q A

1 粗大ごみの料金は変わらないのですか。 変わりません。

2
50センチメートル以下の液晶テレビは、燃えないごみ
で出せますか。

市では収集できない品目なので、購入したお店に依頼
するか、資源循環課又はクリーンセンターに問い合わ
せていただければ回収業者をお知らせします。

3
ミックスペーパーはガムテープで止めると説明していま
すが、紙製のテープでないといけないのではないです
か。

ガムテープでも、紙テープでも資源化には問題ないの
で、どちらを使っても大丈夫です。

4
燃やすごみを出すとき小袋に入れてから有料袋に入
れて出してもよいですか。

透明か半透明の袋であれば大丈夫です。

5
戸別収集のモデル地区の者ですが、有料になるのは
燃やすごみと燃えないごみだけですか。

その通りです。燃えないごみの日と同じ日に出してい
る危険・有害ごみ、廃食用油は無料品目なので、有料
袋に入れなくても出せます。

6
容器包装プラスチックでプラマークのないものがあり、
判断に困ります。

プラと書いてあれば基本的に容器包装プラスチックで
す。プラマークの付いていないものもあり、例えば商品
を購入した時の入れ物や緩衝材や発泡スチロールな
どがあります。

7
ミックスペーパーは開けないとおっしゃいました。間違
いありませんか。今までダイレクトメールなど消したり、
切ったりしていました。

一度も開けずにそのまま資源化処理しています。それ
でも気になるようでしたら、今まで通りシュレッダーに
かける等してお出し下さい。

8 ペットボトルのフタは何に出したらよいですか。 容器包装プラスチックでお出しください。

9
高齢者が増え、分別が細かすぎて分からない方も増
えてくると思います。市としてどう考えていますか。

分別が細か過ぎて分かりづらい、というご指摘の部分
について、ご意見を持ち帰りたいとは思いますが、一
度、資源物としたものを再び燃やすごみにする、という
ことはなかなか難しいところがあります。将来の高齢
化社会に向かう資源化のあり方については今後も継
続的に議論、検討していくことになると思います。

10
中身入りのスプレー缶や農薬の処分に困っていて、ど
うすればよいですか。

農薬は、市では処分ができない品目ですので、資源循
環課かクリーンセンターに問い合わせていただければ
処理先をご案内します。中身入りのスプレー缶につい
ても原則として使い切っていなければ出せません。ど
うしても中身を出せないのであれば、個別にクリーンセ
ンターにご相談下さい。

1

2
戸別収集のモデル地区の者です。私も３地区以外でモデル地区を徐々に増やしていった方がよいと感じてい
ました。先ほど意見がでましたが、このままモデル地区が続いていくのであれば、今度は違う地区を参考にし
たらよいと思います。
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ご意見

戸別収集は反対される方が多いと聞きましたが私は賛成です。有料化なのになぜ戸別収集でないのか疑問
を持っています。
戸別収集をモニタリングしている地区を３カ所と固定化されているのですか、３地区でしか検証しないでそれを
全市の意見として反映されるのですか。３地区に固定するのではなくて、もっと他の地区でもモニタリングする
ことも考えていただけませんか。そうしないと住んでいる者の意見を拾いきれないのではないでしょうか。


